
 

 

令
和
四
年
十
月
十
四
日
受
領 

答

弁

第

二

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
一
〇
第
二
号 

 
 
 
 

令
和
四
年
十
月
十
四
日 

内
閣
総
理
大
臣 

岸

田

文

雄 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
細

田

博

之 

殿 

  

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
所
信
表
明
演
説
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
所
信
表
明
演
説
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
国
際
秩
序
を
揺
る
が
す
、
地
政
学
的
挑
戦
」
と
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
が
、
国
際
法
違
反
で

あ
っ
て
、
欧
州
の
安
全
保
障
環
境
を
根
本
的
に
変
容
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
際
秩
序
の
根
幹
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
り
、

力
に
よ
る
一
方
的
な
現
状
変
更
の
試
み
で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
悪
質
な
寄
附
」
と
は
、
不
当
な
勧
誘
に
よ
り
経
済
的
に
困
窮
す
る
ほ
ど
多
額
の
寄
附
を
す
る
な
ど
、
そ
の
勧

誘
の
態
様
、
内
容
等
に
鑑
み
、
社
会
通
念
上
著
し
く
合
理
性
を
欠
く
寄
附
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
日
本
な
ら
で
は
の
技
術
（
最
先
端
の
バ
イ
オ
も
の
づ
く
り
に
関
す
る
箇
所
）
」
と
は
、
遺
伝
子
を
組
み
換
え

た
微
生
物
を
用
い
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
を
生
成
す
る
等
の
技
術
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
ア
ナ
ロ
グ
的
規
制
」
と
は
、
目
視
規
制
、
実
地
監
査
規
制
等
に
関
す
る
法
令
等
の
規
定
等
の
う
ち
、
「
デ
ジ

タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
点
計
画
」
（
令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
構
造
改
革

の
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
原
則
」
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
諸
懸
案
（
日
中
国
交
正
常
化
五
十
周
年
に
関
す
る
箇
所
）
」
と
は
、
例
え
ば
、
令
和
四
年
一
月
二
十
日
の
衆



 

２ 

 

議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
岸
田
内
閣
総
理
大
臣
が
述
べ
た
「
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
情
勢
を
含
む
東
シ
ナ
海
、
南
シ
ナ
海
に
お

け
る
一
方
的
な
現
状
変
更
の
試
み
、
我
が
国
周
辺
に
お
け
る
軍
事
活
動
の
拡
大
・
活
発
化
」
を
指
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
円
安
の
メ
リ
ッ
ト
」
と
は
、
例
え
ば
、
輸
出
企
業
や
海
外
展
開
を
し
て
い
る
事
業
者
等
の
収
益
が
改
善
し
得

る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
円
安
の
デ
メ
リ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
輸
入
物
価
の
上
昇
に
よ
り
、

仕
入
価
格
の
上
昇
を
通
じ
た
企
業
の
収
益
悪
化
や
消
費
者
へ
の
負
担
の
増
加
に
な
り
得
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
岸
田
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
の
趣
旨
は
、
令
和
四
年
二
月

二
十
四
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
同
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
「
北
朝
鮮
の
核
、
ミ
サ
イ
ル
、
そ
し
て
最
も
重
要
な

拉
致
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、
相
互
不
信
の
殻
を
破
り
、
条
件
を
付
け
ず
に
直
接
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
」

と
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 


